
 

神戸市立青少年育成センター設置条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。  

 

 

神戸市立青少年育成センター設置条例施行規則の一部を改正する規則  

 神戸市立青少年育成センター設置条例施行規則（令和２年３月教育委員会規

則第 24号）の一部を次のように改正する。  

 様式第１号中「氏名」を「名前」に改める。  

様式第２号中「（適応指導教室）」を「（教育支援センター）」に改める。  

   附  則  

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。  


